
令和７年度 上水道事業 

県道富士河口湖富士線配水管布設工事詳細設計業務委託 

特 記 仕 様 書 

 

 

１．業務目的 

本業務は、富士河口湖町上水道給水区域における配水管の布設工事に先立ち、計画地点の地

形、道路交通状況、既設占用物件状況などに基づき、施工性、経済性、維持管理等の観点か

ら施工方法等について技術検討を行い、経済的かつ合理的な工事に必要な資料の作成を主た

る目的とする。 

 

２．業務名称 

令和７年度 上水道事業 県道富士河口湖富士線配水管布設工事詳細設計業務委託 

 

３．業務箇所 

富士河口湖町 船津 地内 

 

４．適用の範囲 

本仕様書は、富士河口湖町が委託する、「県道富士河口湖富士線配水管布設工事詳細設計業

務委託」において適用される主要事項を示すものである。 

 

５．履行期間 

着手  契約日の翌日 

完了  令和 ７ 年 ９ 月 30 日 

 

６．業務概要 

（1）測 量 業 務 

1）中心線測量 Ｌ＝0.22ｋｍ 

2）横断測量 Ｌ＝0.22ｋｍ 

 



（2）設 計 業 務 

  1）設計協議   １式 

   2）配水管新設詳細設計  φ 75ｍｍ  Ｌ＝78.0ｍ 

          φ 150ｍｍ Ｌ＝140.0ｍ 

3）関係機関との協議資料作成 １式 

4）報告書作成   １式 

 

 

７．設計業務内容 

（1）設計協議 

 1）初回 

発注者側の要望事項の把握と設計工程、方針及び検討事項の内容等の説明、貸与資 

料の確認。 

 2）中間 

図面作成、数量計算などの時点で、業務作業中に発生する諸条件の処理に関する 

確認。 

 3）最終 

業務完了時における総括説明及び成果品納入、検収の立会い。 

 

（2）設計業務 

 1）現地調査 

予定地の現地調査及び資料収集を行い、施設条件を確認し設計に反映させる。 

 2）図面作成 

一般図、平面図、断面図及び土木図等必要図面の作成を行う。 

 3）数量計算 

工事数量の算出及び概算工事費の算出を行う。 

 4）審  査 

基本条件の確認、計算書と図面の整合性、計算書の精査等を行う。 

 

なお、設計協議には、業務上必要となる打合せ全てを含むものとする。また、履行期間



内において、工事発注時における新たな工区割等に伴う各資料の作成が発生した場合には、

本業務に当該作業を含むものとする。 

８．成果品 

本業務による成果品は、下記のとおりとする。 

    （1） 成果図面   １式（原図・原稿） 

       位置図、平面図、横断図、詳細図等（Ａ3サイズ,縮尺は協議による） 

     （2） 報 告 書   各１部（Ａ４サイズ） 

           数量計算書（工事数量計算書） 

       設  計  書（概算工事費） 

       図   面（縮小版） 

       特記仕様書 

       打合せ議事録 

           測量成果品 

       その他業務遂行上必要となる資料 

     （3） 電子データ  １式 

 

９．その他 

（1） 受託者は業務の実施にあたり、関連する法令等を遵守しなければならない。 

（2） 設計上疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、これらの解決にあたらなければな

らない。 

（3） 本業務の遂行に当たって必要な資料は、富士河口湖町より所定の手続きによって貸与

若しくは支給する。 

（4） 貸与資料は、本業務の完了直後に返却すること。 

（5） 貸与若しくは支給された資料は、発注者の許可無く第三者に閲覧、貸与若しくは支給

してはならない。 

（6） 現地調査における既存施設への立入りは、担当職員の許可または同行のうえ行うこと。 

 

 


